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新しい社会経済環境



これからの日本？
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現状

雇用 一社（一雇用主）で働く

所得税 源泉徴収と年末調整

経済取引 Ｂ (事業者）to Ｃ（消費者）

消費税 課税事業者は納税

2040年

雇用 雇用的自営・フリーランス

所得税 個人が確定申告（マイナポータ
ルと記入済み申告書）

経済取引 Ｃ（消費者）to Ｃ（消費者）

雇用の流動化・多様化
経済のデジタル化

課税（徴税）ポイント
＝企業・事業者

課税（徴税）ポイント
＝個人・家計



政府税制調査会



アベノミクスの長期と短期

• アベノミクスは①短期はケインジアン的有効需要政策（財政出動と金融緩和）、②中長期的にはサプ
ライサイド（新古典派）的な生産（供給）サイド主導の成長戦略
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短期

中長期 成長戦略

機動的財政政策 大胆な金融緩和
⇒円安に誘導

景気対策＝需要の創出で脱デフレを図
り、構造改革＝生産性の向上で
高成長軌道に載せる

生産＝需要＝消費＋投資＋政府支出＋（輸出―輸入）日本のＧＤＰ（国内総生産）



72 

66 

90

95

100

105

110

115

120

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

2012 2013 2014 2015 2016 2017

20
12

＝
10

0

％

年度

労働分配率の推移

付加価値額（右軸） 労働分配率（左軸）

課題其の1：低下する労働分配率

• 労働分配率は低迷・・・

雇用形態の多様化＝非正規雇用（低賃金労働
者）の増加？

デジタル社会の新しい経済構造？

ギグエコノミーへ

• 労働分配率は上げられるか？

政府の規制＝最低賃金の引き上げ

構造改革＝労働生産性の改善？

• 所得再分配の要請＝ベーシックインカム？

出所：法人企業統計

付加価値＝人件費＋支払利息等＋動産・不動産賃借料＋租
税公課＋営業純益



課題其の2：増える企業の現金・預金

• 民間ではカネ余り

＝企業は現預金をため込む・・・

将来の投資（Ｍ＆Ａを含む）への備え？

投資先がない？アニマルスピリッツの欠
如？

• 風と太陽

風政策＝現預金に課税？

太陽政策＝投資し易い環境の整備（法人
税減税・規制緩和等）

• 企業の現預金は問題の原因か結果か？

将来の不確実性に対する備え（予備的貯
蓄動機）？

出所：法人企業統計
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課題其の3：徐々に拡大する所得格差

出所：平成26年全国消費実態調査



参考：格差是正の手法

• 其の1：トリクルダウン＝市場を通じた所得移転

豊かになった個人・企業は消費・投資を通じて他の個人・企業に恩恵を及ぼす

アベノミクスはトリクルダウン型？

• 其の2：課税と給付＝政府を通じた所得移転（再分配）

所得・利益のある個人・企業に課税をして、低所得の個人に給付（例：生活保護、社会保障給付、公共事業に

よる仕事の創出）⇒経済成長にマイナス要因・・・

• 其の3：自立の支援＝「頑張る個人に報いる仕組み」

低所得でも就労している個人に対する支援：例＝勤労税額控除・ユニバーサルクレジット（英国）

我が国では勤労世代に支援する給付（所得移転）がない・・・⇒税制・社会保障制度改革



参考：誰が貧しいか？

• 通念＝貧しいのは高齢者？

• 実際＝若年世代が「弱者」に・・・

• 要因は？

雇用の流動化・賃金の低迷

老老移転＝高齢者から高齢者への相続

• 新しい再分配の形

年齢だけでは測れない負担能力

⇒年齢から能力別へ・・

• 若い人の光を当てた税制・社会保障
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出所：平成26年全国消費実態調査 （総世帯）



課題其の4：低迷する潜在成長率

• 潜在的成長率（＝中長期的な経済の趨
勢）は低迷

量的要因＝労働人口の減少

質的要因＝生産性（ＴＦＰ）の低下

• 生産性を上げるには？

働き方改革＝労働生産性（労働者一人
あたりが生み出す付加価値）の向上

規制の緩和等＝生産性の高い分野へ
の労働・資金の移動を促進

技術革新・新陳代謝の促進

⇒構造改革（アベノミクスの第3の矢）は足
りない

出所：日本銀行
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自民税調税制改正大綱固める未婚のひとり親にも寡婦控除適用
ＮＨＫ（2019年12月11日）

• 未婚のひとり親に対しても、配偶者と死別したり離婚したりしたひとり親と同じように、年間の所得が500万
円以下の世帯を対象に、所得税と住民税を軽減する「寡婦控除」を適用するとしています。

• また、次世代の通信規格、５Ｇの導入を促進するため、基地局を整備する携帯電話会社などに対し、政府
の審査で認定されれば来年度から２年間、投資額の15％を法人税から差し引くか、１年間に損金として処
理できる額を30％に拡大して法人税を軽減するかのどちらかを認めることが盛り込まれています。

• さらに、企業の内部留保を投資に回す環境を整えるため、来年度から２年間、設立後10年未満で上場して

いないなど、一定の要件を満たした国内のベンチャー企業に対し、国内の大企業などが１億円以上を出資
した場合、出資額の25％を課税所得から差し引くとしています。

• 個人投資家向けの優遇税制の「ＮＩＳＡ」については、投資期限が切れる2024年以降も制度を５年間延長す
るとともに、仕組みを見直すとしています。



経済産業省



国際課税



政府税制調査会



政府税制調査会



高税率国

多国籍企業の租税回避

低税率国

低税率国

利益＝売上ー（利払い費等＋原材料等仕入れ）

利益＝（利子収入＋売上）ー仕入れ等経費

利益＝売上ー仕入れ等経費

多国籍企業
の世界利益

過大支払い

過小支払い

高税率国の
利益（課税所得）
を圧縮

第3者間取引と
は異なる価格を
裁量的に設定



租税回避スキーム：

源泉徴収なし
（租税条約）

アイルランド法人Ｘの利益

米国 オランダ法人の一部
（Check the box)

アイル
ランド

バミューダ企業の管理
（管理支配地主義）

政府税制調査会



価値の創造・・・

国際課税の原則＝価値が創造された場所での課税（ＯＥＣＤ）⇒どこで価値は創造されるのか？

Ａ国＝開発拠点其の1
（例：基礎研究）

Ｂ国＝開発拠点其の2
（例：製品化）

Ｃ国＝製造拠点
（工場設備）Ｄ国＝広報・販売

（マーケティング部門）

Ｅ国＝総括管理

多国籍企業

サプライチェーン

コントロール



政府税制調査会



政府税制調査会



政府税制調査会



恒久的施設（PE：Permanent Establishment）＝事業を行う一定の場所（支店等）・代理人

平成30年度税制改正：国際課税

23政府税制調査会



政府税制調査会



参考：過少資本税制
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• 平成31年度税制改正

BEAT ＝課税前所得＋利子＋減価償却等
≒売上ー人件費ー原材料費等

• 過少資本税制＝内国法人が国外支配株主等から
資金提供を受ける場合において、当該国外支配株
主等から過大な借入れを行うことによる内国法人の
租税回避を防止するための制度

 資金調達による税制上の扱いの非対称性（配当＝
課税、借入利子＝控除）

従来の過少
資本税制

関連企業に限らない
 米国税制改正も同様・・・



参考：課税ベースの転換

• 米国税制改正

①5年間減価償却資産の即時償却

②利払い費の損金算入を制限

⇒課税ベースの（Rベース）キャッ
シュフロー税化

伝統的所得課税

＝売上ー人件費等ー利払い費ー減
価償却費

キャッシュフロー

＝売上ー人件費等ー投資

26

売上

人件費・原材料費等

減価償
却費

利払
い費

即時
償却キャッシュフロー

制限



政府税制調査会



政府税制調査会



政府税制調査会



政府税制調査会



各国で進む独自のデジタル課税

• フランス「デジタル課税」法案、上院が可決－米国の脅しに動じず ブルーバーグ2019年7月11日

フランス上院は11日、米フェイスブックやグーグルなど国際的なＩＴ（情報技術）大手を課税対象とする「デジ
タル課税」法案を可決した。通商措置を講じる可能性を示唆して撤回を求めた米国の脅しに、フランスは動
じない姿勢を見せつけた。

デジタル課税は世界での売上高が７億5000万ユーロ（約914億円）以上、フランス内でのデジタル売上高が
2500万ユーロ以上の企業を対象に３％を課税する。

• イタリアもデジタル課税来月から仏に追随、新法成立 2019/12/27 日本経済新聞

イタリアはデジタル課税を2020年1月1日から導入する。世界での売上高が7億5000万ユーロ（約910億円）
以上、伊国内で550万ユーロ以上の売り上げがある企業を対象に、デジタル収入に3%の税金を課す。国境
を越えて活動する巨大IT（情報技術）企業の税逃れを防ぐ狙い。先に導入したフランスに追随した。



参考：仕向地主義型キャッシュフロー課税

• 「最終消費地」におけるキャッシュフロー課税⇒国内市場から上がる収益のみに課税

• 執行は付加価値税（消費税）と同様

• 課税ベース

＝付加価値（消費税の課税ベース）－賃金

＝Rベース型キャッシュフロー

＝配当・支払利子など金融取引は含まない

32

税等価

消費税 賃金所得税

＋仕向地主義キャッシュフロー課税

仕向地主義キャッシュフロー課税 賃金所得以外の所得かからの消費に対する課税



参考：税等価
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仕向け地主義キャッシュフロー課税

消費税



参考：租税回避の誘因？

仕向地主義課税 利益移転の誘因

輸出 非課税 海外子会社への中間財輸出の価格を引き下げ
て課税所得を圧縮する誘因は解消

輸入 課税 海外子会社からの中間財輸入の価格を引き上
げて課税所得を圧縮する誘因は解消

34

仕向け地主義キャッシュフロー課税の長期的な利益はＢＥＰＳ対策・・・



無形資産



政府税制調査会



政府税制調査会



政府税制調査会

日本に対する「直接投資（負債）」

残高（親子会社間融資等）及び、
日本からの「その他投資」に係る
所得支払額（非関連者間融資に

係る利子の支払額等）の国・地域
別の割合を見た場合、上位に、経
済規模との比較（対ＧＤＰ比）でみ
て多額の残高・支払額となってい
る国・地域が見受けられる

参考：国際収支統計における「直接投資（負債）」の状況



働き方の多様化



政府税制調査会
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出所：政府税制調査会
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政府税制調査会



45政府税制調査会



「公共財」としての所得情報

• 従前＝（高所得者を対象に）課税のための所得情報

⇒パラダイムシフト＝控除・給付のためにも所得情報が必要

所得＝収入ー必要経費（概算）

給付・保険料免除等の基準に活用

 所得の定義の統一（国税・地方税、社会保険料、給付等）

 （税額）控除額は国税・地方税、社会保険料で独自に設定

 リアルタイム情報システム
 所得捕捉の迅速化
 給付のための所得情報
 「税のデジタル化」
 納税環境の整備

参考：英国

改革

再分配機能の強化

課税だけで再分配は完結しない
⇒低所得者への移転（給付・控除）が必須

所得水準の正確・迅速な把握が必要
 所得の合算等

所得情報
＝公共財
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所得情報≠課税情報
 非課税世帯の所得を含む



給付付き税額控除

• 従来のセイフティーネット＝働けない
ヒトが対象

例：生活保護、基礎年金等

⇒

• 働く低所得層（ワーキングプア）に光
を当てる

ベーシックインカム？

• 格差是正（再分配）と就労（成長）を両
立させる

就労意欲を促す再分配へ

⇒給付付き（勤労）税額控除



参考：給付付き税額控除

• 負の限界税率⇒就労を促進

低所得勤労世帯を支援

• 最適所得課税としての給付付き税額
控除

48

就労（extensive margin)
の弾力性

労働時間（Intensive margin)
の弾力性

Ｓａｅｚ(2002)

平均税率



参考：最適課税と税制

定理 政策的含意

生産効率性命題 消費税・キャッシュフロー税の優位性
 長期的には成長促進的

最適非線形所得税 就労促進のための負の限界税率＝給付
付き税額控除

Atkinson and Stiglitz 命題 軽減税率に対する給付の優位性
 所得税と消費税の機能分担



政府税制調査会



シェアリングエコノミー



52政府税制調査会
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政府税制調査会



新たな仮想通貨（暗号資産）リブラ

• リブラ＝フェイスブックが2020年に発行を計画しているデジタル通貨（暗号資産）

通常の通貨同等、モノ・サービスの購入に充てることができる。潜

潜在的ユーザーは全世界で約27億人になる見込み⇒「超国家通貨」

主要7カ国（G7）の財務相・中銀総裁会議（7月18日）：「リブラは国家の通貨主権や、国際的な金融政

策に影響を与える」との認識で一致、そのため「最高水準の規制を満たし、信頼されるものでなけれ

ばならない」とする議長総括

• 貨幣の流通を支えるのは「一般受容性」＝皆が使うから使う⇒「信用」と「ネットワーク効果」

リブラは法定通貨で信用を確保（資産の約５割が米ドル建て）

56



参考：

57

フォーマル経済 現金・仮想通貨
経済（イフォーマ
ル経済）

対価

サービス等

対価

サービス等

輸入に相当＝課税

輸出に相当＝非課税

国外経済

国内経済

輸出 輸入

対価

対価
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